
議案第 ４ 号

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の

一部を改正する規則について

以下の理由により、沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の

一部を改正する規則案を別紙のとおり提出する。

令和２年６月18日提出

沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

理 由

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の改正及び高等学校等修学支援

事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の開始に伴い、授業料等の減免申請に

係る提出書類を定めた規定及び様式を整理する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。



（別紙）

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第11号）の

一部を次のように改正する。

第６条第１項ただし書中「第２条第１項第３号から第５号までに該当する者は」を「同項第２号に該当す

る者は第１号及び」に、「第２条第１項第２号に該当する者は第１号及び」を「同項第３号から第５号まで

に該当する者は」に改め、同項第１号を次のように改める。

⑴ 課税証明書等（政令第１条第２項第１号に規定する合計額及び同項第２号に規定する額を明らかにす

ることのできる市町村（特別区を含む。）の長の証明書その他の書類）

第６条第２項第１号中「第３号様式」を「第２号様式」に改め、同項第２号中「第４号様式」を「第３号

様式」に改め、同条第４項中「つど」を「都度」に改める。

第７条第１項ただし書中「第２条第２項第２号」を「同項第２号」に改め、「及び第２号」を削り、同項

第１号を次のように改める。

⑴ 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額を証明するに足りる書類

第７条第１項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同条第２項第１号中「第３号様式」を「第２

号様式」に改め、同項第２号中「第４号様式」を「第３号様式」に改め、同条第４項中「つど」を「都度」

に改める。

第８条第１項中「第５号様式」を「第４号様式」に改め、同条第２項中「第６号様式」を「第５号様式」

に改め、同条第４項中「第６号様式）」を「第５号様式）」に、「第６号様式の２」を「第６号様式」に改

める。

第15条第１項中「つど」を「都度」に改める。

第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とし、第４号様式から第６号様式までを１様式ずつ繰り上

げ、第６号様式の２を第６号様式とする。

附 則

この規則は、令和２年７月１日から施行する。



規則案の概要の説明

部課名 教育庁教育支援課

１ 件名

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規

則

２ 改正の経緯及び必要性

⑴ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成22年政令第112号）の改

正及び高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）の開始に

伴い、授業料等の減免申請に係る提出書類を定めた規定を整理する必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 授業料等減免に係る提出書類を整理する。（第６条及び第７条関係）

⑵ その他所要の改正を行う。（第６条、第７条、第８条及び第15条）

⑶ この規則は、令和２年７月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成22年政令第112号）

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和２

年政令第89号）

高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱

５ 関係各課との調整状況

６ 添付資料

新旧対照表



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
立
高
等
学
校
等
の
授
業
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
1
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条

（
略
）

第
１
条

（
略
）

（
免
除
又
は
減
額
の
対
象
）

（
免
除
又
は
減
額
の
対
象
）

第
２
条
～
第
５
条

（
略
）

第
２
条

授
業
料
及
び
受
講
料
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
お
い
て
は
、
転
学
又
は
転
籍
の
届
出
書
を

提
出
し
た
月
の
授
業
料
及
び
受
講
料
に
限
る
。
以
下
「
授
業
料
等
」
と
い
う
。
）
の
免
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
す
る
。

⑴
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
2
年
法
律
第
1
8
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
３
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
（
以
下
「
保
護
者
等
」
と
い

う
。
）
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」
と

い
う
。
）
の
支
給
に
よ
り
当
該
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
が
、
保
護
者
等
の
失
職
、
倒
産
等
の
家
計
急
変
に
よ

り
、
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
者
の
収
入
の
状
況
と
同
等
と

な
り
、
授
業
料
等
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た
者

⑵
沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
７
号
）
第
2
9
条
第

２
項
の
留
学
の
許
可
を
受
け
た
者

⑶
高
等
学
校
に
在
学
し
た
期
間
が
通
算
し
て
3
6
月
（
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
に
お
い
て

は
4
8
月
）
を
超
え
る
者
の
う
ち
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
2
2
年
政
令
第
1
1
2
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
定
め
る
者
に
該
当

し
な
い
者

⑷
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
者
で
、
月

の
途
中
で
沖
縄
県
立
高
等
学
校
以
外
か
ら
転
学
又
は
転
籍
し
た
者

⑸
高
等
学
校
の
定
時
制
課
程
又
は
通
信
制
課
程
に
在
学
す
る
者
の
う
ち
、
授
業
料
等
を
算
定
す

る
月
（
以
下
「
算
定
月
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
者

ア
政
令
第
１
条
第
２
項
に
定
め
る
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
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イ
算
定
月
の
前
月
ま
で
に
履
修
の
期
間
を
満
了
し
た
科
目
の
単
位
数
及
び
履
修
を
開
始
し
た

科
目
の
単
位
数
並
び
に
算
定
月
に
履
修
を
開
始
す
る
科
目
の
単
位
数
の
合
計
が
7
4
を
超
え
る

こ
と
。

⑹
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
上
特
に
免
除
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

２
高
等
学
校
等
（
修
業
年
限
が
３
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者

（
以
下
「
既
卒
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
保
護
者
等
の
失
職
、
倒
産
等
の
家
計
急
変
に
よ
り
、
授
業
料
等
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た
者

⑵
沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
第
2
9
条
第
２
項
に
規
定
す
る
留
学
の
許
可
を
受
け
た
者

⑶
前
２
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
経
済
的
事
情
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
教
育
上
特
に
免
除
又
は

減
額
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

第
３
条
～
第
５
条

（
略
）

（
免
除
の
申
請
手
続
）

（
免
除
の
申
請
手
続
）

第
６
条

第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
保
護
第
６
条

第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
保
護

者
等
と
連
署
し
た
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
校
長
に
提
出
し
な
け

者
等
と
連
署
し
た
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
校
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
２
号
に
該
当
す
る
者
は
第
１
号
及
び

第
２
号

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
２
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
は
第
２
号

の
書
類
の
提
出
を
、
同
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
は

第
２
号
の
書
類
の
提

の
書
類
の
提
出
を
、
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
者
は
第
１
号
及
び
第
２
号
の
書
類
の
提

出
を
要
し
な
い
。

出
を
要
し
な
い
。

⑴
課
税
証
明
書
等
（
政
令
第
１
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
合
計
額
及
び
同
項
第
２
号
に
規

⑴
市
町
村
民
税
所
得
割
額
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類

定
す
る
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書
そ

の
他
の
書
類
）

⑵
家
計
急
変
等
の
事
由
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類

⑵
家
計
急
変
等
の
事
由
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類

２
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
受
理
し
た
場
合
は
、
必
要
事
項
を
調
査
の
上
、
次
の
各
２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
受
理
し
た
場
合
は
、
必
要
事
項
を
調
査
の
上
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
沖
縄
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け

号
に
掲
げ
る
書
類
を
沖
縄
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
授
業
料
等
減
免
承
認
申
請
書
（
第
２
号
様
式
）

⑴
授
業
料
等
減
免
承
認
申
請
書
（
第
３
号
様
式
）

⑵
授
業
料
等
減
免
調
書
（
第
３
号
様
式
）

⑵
授
業
料
等
減
免
調
書
（
第
４
号
様
式
）

３
（
略
）

３
前
２
項
の
授
業
料
等
の
免
除
の
申
請
手
続
は
、
原
則
と
し
て
、
毎
年
度
学
年
始
め
に
教
育
委
員

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）
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（
新
旧
対
照
表
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ペ
ー
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）
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2
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会
が
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
授
業
料
等
の
免
除
の
必
要
が
あ
る
場
合
４

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
授
業
料
等
の
免
除
の
必
要
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
都
度
、
第
１
項
及
び
第
２
項
に
よ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
そ
の
つ
ど
、
第
１
項
及
び
第
２
項
に
よ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
既
卒
者
の
免
除
又
は
減
額
の
申
請
手
続
）

（
既
卒
者
の
免
除
又
は
減
額
の
申
請
手
続
）

第
７
条

第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
７
条

第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
保
護
者
等
と
連
署
し
た
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
校
長
に
提

そ
の
保
護
者
等
と
連
署
し
た
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
校
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
２
号

に
該
当
す
る
者
は
、
第
１
号

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
２
条
第
２
項
第
２
号
に
該
当
す
る
者
は
、
第
１
号
及
び

の
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
。

第
２
号
の
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
。

⑴
道
府
県
民
税
所
得
割
額
及
び
市
町
村
民
税
所
得
割
額
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類

⑴
家
庭
状
況
調
書
（
第
２
号
様
式
）

（
削
る
。
）

⑵
市
町
村
民
税
課
税
証
明
書
及
び
固
定
資
産
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

⑵
第
２
条
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類

⑶
第
２
条
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類

２
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
受
理
し
た
場
合
は
、
必
要
事
項
を
調
査
の
上
、
第
２
条
２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
受
理
し
た
場
合
は
、
必
要
事
項
を
調
査
の
上
、
第
２
条

第
２
項
第
１
号
及
び
第
３
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
教
育
委
員
会

第
２
項
第
１
号
及
び
第
３
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
授
業
料
等
減
免
承
認
申
請
書
（
第
２
号
様
式
）

⑴
授
業
料
等
減
免
承
認
申
請
書
（
第
３
号
様
式
）

⑵
授
業
料
等
減
免
調
書
（
第
３
号
様
式
）

⑵
授
業
料
等
減
免
調
書
（
第
４
号
様
式
）

３
（
略
）

３
前
２
項
の
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
の
申
請
手
続
は
、
原
則
と
し
て
、
毎
年
度
学
年
始
め
に

教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
の
必
要
が
あ
４

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
の
必
要
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
都
度
、
第
１
項
及
び
第
２
項
に
よ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
は
、
そ
の
つ
ど
、
第
１
項
及
び
第
２
項
に
よ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
除
又
は
減
額
の
承
認
及
び
通
知
決
定
）

（
免
除
又
は
減
額
の
承
認
及
び
通
知
決
定
）

第
８
条

教
育
委
員
会
は
、
第
６
条
又
は
前
条
の
申
請
に
基
づ
き
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
の
承
第
８
条

教
育
委
員
会
は
、
第
６
条
又
は
前
条
の
申
請
に
基
づ
き
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
の
承

認
を
行
っ
た
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
承
認
通
知
書
（
第
４
号
様
式
）
に
よ
り
校
長
に
通
知
す
る

認
を
行
っ
た
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
承
認
通
知
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
校
長
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
か
ら
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
該
２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
か
ら
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
該

当
者
に
対
し
て
授
業
料
等
減
免
決
定
通
知
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

当
者
に
対
し
て
授
業
料
等
減
免
決
定
通
知
書
（
第
６
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
２
条
第
２
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
校
長
は
授
業
料
等
の
免
除
の
決
定
を
す
る
こ
と
３

第
２
条
第
２
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
校
長
は
授
業
料
等
の
免
除
の
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。
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0
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1
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:
2
4

４
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
を
決
定
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
該
当
４

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
を
決
定
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
該
当

者
に
対
し
て
授
業
料
等
減
免
決
定
通
知
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
授
業

者
に
対
し
て
授
業
料
等
減
免
決
定
通
知
書
（
第
６
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
と
と
も
に
、
授
業

料
等
免
除
決
定
報
告
書
（
第
６
号
様
式
）
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

料
等
免
除
決
定
報
告
書
（
第
６
号
様
式
の
２
）
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
９
条
～
第
1
4
条

（
略
）

第
９
条
～
第
1
4
条

（
略
）

（
証
明
手
数
料
）

（
証
明
手
数
料
）

第
1
5
条

沖
縄
県
立
高
等
学
校
及
び
沖
縄
県
立
中
学
校
の
証
明
手
数
料
は
、
校
長
が
次
の
各
号
の
い
第
1
5
条

沖
縄
県
立
高
等
学
校
及
び
沖
縄
県
立
中
学
校
の
証
明
手
数
料
は
、
校
長
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
証
明
書
を
、
在
籍
す
る
生
徒
以
外
の
者
に
発
行
す
る
と
き
に
、
そ
の
都
度
徴

ず
れ
か
に
該
当
す
る
証
明
書
を
、
在
籍
す
る
生
徒
以
外
の
者
に
発
行
す
る
と
き
に
、
そ
の
つ
ど
徴

収
す
る
。
た
だ
し
、
沖
縄
県
立
高
等
学
校
又
は
沖
縄
県
立
中
学
校
の
卒
業
者
が
卒
業
し
た
月
の
末

収
す
る
。
た
だ
し
、
沖
縄
県
立
高
等
学
校
又
は
沖
縄
県
立
中
学
校
の
卒
業
者
が
卒
業
し
た
月
の
末

日
ま
で
に
卒
業
し
た
当
該
学
校
に
証
明
を
申
請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

日
ま
で
に
卒
業
し
た
当
該
学
校
に
証
明
を
申
請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴
～
⑷

（
略
）

⑴
卒
業
又
は
修
了
に
関
す
る
証
明
書

⑵
学
校
成
績
証
明
書
（
大
学
等
の
入
学
に
要
す
る
調
査
書
を
含
む
。
）

⑶
単
位
修
得
証
明
書

⑷
人
物
又
は
身
上
に
関
す
る
証
明
書

２
（
略
）

２
校
長
は
、
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
か
ら
前
項
の
証
明
書

の
発
行
を
求
め
ら
れ
た
場
合
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
証
明
手
数
料
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
1
6
条

（
略
）

第
1
6
条

（
略
）

第
１
号
様
式

（
略
）

第
１
号
様
式

（
略
）

（
削
る
。
）

第
２
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
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0
2
0
/
0
6
/
1
6
1
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:
2
4

第
２
号
様
式
（
第
６
条
、
第
７
条
関
係
）

第
３
号
様
式
（
第
６
条
、
第
７
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

第
３
号
様
式
（
第
６
条
、
第
７
条
関
係
）

第
４
号
様
式
（
第
６
条
、
第
７
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

第
４
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

第
５
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

第
５
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

第
６
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

第
６
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

第
６
号
様
式
の
２
（
第
８
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

第
７
号
様
式
～
第
1
1
号
様
式

（
略
）

第
７
号
様
式
～
第
1
1
号
様
式

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。


